
川崎市港湾振興会館の施設等の利用許可等に関する要綱  

（目的）  

第１条 この要綱は、川崎市港湾振興会館（以下「会館」という。）の適正かつ効

率的な運用を図るため、川崎市港湾振興会館条例施行規則（平成４年規則第２１

号。以下「規則」という。）の規定に基づき、会館の施設等の利用許可等に関し

必要な事項を定めるものとする。  

（利用許可の申請の例外）  

第２条 規則第８条第３項ただし書きに規定する、指定管理者が特別の理由がある

と認める場合は、次のとおりとする。  

（１）テニスコート及びビーチバレー場を利用しようとする場合にあって、日没又

は天候により,利用日の当日に照明施設の利用許可の申請をするとき。  

（２）指定管理者が港湾の振興対策上特に必要があると認めるとき。  

（抽選申込み回数等の制限）  

第３条 規則第１４条第１項の規定により、指定管理者が、同一の者が１月内に施

設等を利用する回数を制限することができる場合は、次のとおりとする。  

（１）抽選申込み回数の制限  

ア 会議室及び研修室にあっては、同一の者が抽選の申込みができる回数は、

１月内に７回までとする。  

イ テニスコートにあっては、同一の者が抽選の申込みができる回数は、平日

の利用（ナイター除く。）については、１月内に８回まで、平日のナイター

利用については１月内に４回までとする。土曜日、日曜日及び祝祭日（以下

「土日祝祭日」という。）の利用（ナイターを除く。）並びに土日祝祭日の

ナイターの利用についてはそれぞれ１月内に１回までとする。なお、土日祝

祭日の抽選申込み回数分を平日の抽選申込み回数に充てることができる。 

ウ ビーチバレー場にあっては、同一の者が抽選の申込みができる回数は、平日の

利用（ナイター除く。）については、１月内に６回まで、平日のナイター利

用については１月内に４回までとする。ただし土日祝祭日の利用（ナイター

を除く。）については１月内に３回まで、土日祝祭日のナイターの利用につ

いては１月内に２回までとする。なお、土日祝祭日の抽選申込み回数分を平

日の抽選申込み回数に充てることができる。 

エ 体育室（専用利用の場合に限る。）にあっては、同一の者が抽選の申込み

ができる回数は、１月内に９回までとする。ただし土日祝祭日の利用につい

ては１月内に３回までとする。 



（２）利用回数の制限  

ア 体育室（専用利用の場合に限る。）にあっては、同一の者が利用できる回

数は１月内に９回までとする。ただし土日祝祭日の利用については１月内に

３回までとする。  

イ テニスコートにあっては、同一の者が利用できる回数は前号イの範囲内と

する。ただし、利用日の７日前から当日までの利用許可の申請に対しては、

利用回数の制限はしないものとする。なお、土日祝祭日の利用回数分を平日

利用回数に充てることができる。 

（施設内での飲食）  

第４条 施設内での飲食は、禁止するものとする。ただし、利用許可を受けた施設

内での昼食及び軽食等で指定管理者が認める場合はこの限りでない。 

（テニスコート及びビーチバレー場の利用中止）  

第５条 天候不良その他の不可抗力によりテニスコート及びビーチバレー場が利

用できない場合は、１時間ごとにテニスコート及びビーチバレー場の利用を中止

するものとする。 

（ビーチバレー場の利用）  

第６条 ビーチバレー場の利用に際して、ビーチバレー若しくはビーチテニス以外

の目的、又は大会その他イベントなどの目的で利用しようとする場合は、申請す

る前に必ず指定管理者と協議するものとする。   

２ ビーチバレー場の利用において設備等が必要な場合、その準備等は、利用許可

の時間内に行うものとする。  

（体育室の専用利用）  

第７条 体育室（専用利用の場合に限る。）において、スポーツ以外の目的で利用

しようとする場合は、申請する前に必ず指定管理者と協議するものとする。  

２ 体育室（専用利用の場合に限る。）において設備等が必要な場合、その準備等

は、利用許可の時間内に行うものとする。  

（体育室の個人利用）  

第８条 毎週木曜日は、体育室を一般開放して個人利用に供するものとする。  

２ 前項の規定により個人利用に供する設備は、バドミントン及び卓球用の設備と

する。  

３ 第１項の規定にかかわらず、木曜日以外の日において体育室の専用利用をしよ



うとする者がない場合は、随時一般開放するものとする。  

（研修室の利用）  

第９条 研修室において拡声装置等を利用する場合は、研修室を区画しないで利用

する場合に限るものとする。  

（定期駐車券の発行）  

第１０条 定期駐車券の発行は、港湾事務室の利用許可を受けた者及び指定管理者

が特に認めた者に限るものとする。  

（入場券の交付）  

第１１条 展望室入場券の交付時間は、午前９時から午後９時までとする。  

（火気の使用） 

第１２条 規則第１６条第４号の所定の場所は、あらかじめ市長の承認を得て、指

定管理者が定めるものとする。 

附 則  

（施行期日）  

この要綱は、平成１１年１１月１日から施行する。  

附 則  

この改正要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

附 則  

この改正要綱は、平成２１年７月１日から施行する。  

附 則  

この改正要綱は、平成２２年８月１日から施行する。  

附 則  

この改正要綱は、平成３０年３月１日から施行する。  

附 則  

この改正要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  


